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（１）児童館について 

 

 

［位置付け］児童福祉法第４０条に基づく「児童厚生施設」 

      ※児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増

進し、又は情操を豊かにすることを目的とする施設とする。 

［利用対象］0～18歳未満までの児童 

［児童館の種類］以下のとおり 

 
 

児童館の基本方針～親しまれる児童館を目指して～ 

（１）楽しく安心して遊べる、自由な『遊びの空間』を提供していく。 

1 利用者に親しまれるよう、楽しい雰囲気を演出する。 

2 安全に、自由に、楽しく遊べるように遊具を設置する。 

3 職員から明るい「あいさつ」「対話」に心がける。 

4 利用者と職員･利用者同士の信頼関係をつくる。 

 

（２）こどもの遊び文化の「発信基地」を目指す。 

1 新しい遊びの紹介、伝承遊びの復興を図る。 

2 利用者のニーズに柔軟に対応する。 

3 こども同士、こどもと大人（高齢者）との交流事業を行い、地域社会の教育力の強化を図る。 

4 講座･行事･サークル等を通じて、児童の保護者に≪遊びの効用≫・≪遊びの重要性≫をアピール

する。 

 

（３）子育て支援及び異年齢交流活動に努める。 

子育て支援的なサービスを実施し、保護者をサポートしていくとともに、これを通して児童の健

全育成に努める。 

児童センター（児童館）とは 

川副児童館 

東与賀児童館 
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東与賀児童館の概要等について 

玄関を入って左側に図書室、事務室と並びます。 

南側には日当たりのよい遊戯室、集会室があります。 

東与賀児童館には児童クラブ室が２部屋あり、毎日こどもたちの元気な声で溢れています。 

 ［開館時間］9時 00分～17 時 00 分 

 ［休 館 日］日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

 ［職員配置］児童厚生員（会計年度任用職員月給制）３名  

厚生員補助（会計年度任用職員時給制）２名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童クラブ室 

児童クラブ室(新館) 

児童館ロビー 

正面玄関 

南側テラス 

図書コーナー 

集会室 

遊戯室 
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 ［特  徴］ 

   ①乳幼児向け講座「とっとこランド」 

    ◇乳幼児～未就学児とその保護者に向けた講座として「子育て交流広場とっとこランド」

を開催しています。 

◇活動は、毎週火曜日と木曜日に実施しており、多くのこどもたちとその保護者が交流を

深めています。 

  ②土曜チャレンジ 

    ◇未就学児とその保護者、小中学生から 18 歳未満のこどもに向けた講座として「土曜チ

ャレンジ」を開催しています。 

◇毎月２回程度、土曜日に実施しており、多くのこどもたちが様々な体験にチャレンジし

ています。 

  ③地域子育て支援活動組織（東与賀町よいしょクラブ） 

    ◇地域子育て支援活動組織とは、親子及び世代間の交流、文化活動、児童養育に関する活

動、児童の事故防止等活動等を通じて、地域における児童福祉の向上を目指している団

体で、佐賀市内では２団体が活動しています。 

◇「東与賀よいしょクラブ」は東与賀児童館を拠点として活動している地域子育て支援活

動組織で、２８名程度の地域住民の方々が会員として参加されており、東与賀児童館で

実施する多くの行事にボランティアとしてご協力を頂いています。 

④放課後児童クラブを併設 

   ◇放課後児童クラブとは、市内に居住し、または市内の小学校に就学している児童で、そ

の保護者が就労等により放課後家庭にいないことが常態である児童を預かり、健全育成、

安全確保を行うものです。 

   ◇児童クラブを併設しているのは、東与賀児童館、久保田児童センター、北部児童センタ

ーの３館です。 

   ◇登録児童数に応じた児童クラブ支援員を配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童クラブ よいしょクラブ 

東与賀児童館 

とっとこランド 
 
・七夕会 

・お月見会 

・運動会 

・クリスマス会 

など 

土曜チャレンジ 
 

・英語で遊ぼう 

・シャボン玉で遊ぼう 

・書初めをしよう 

・ひな祭り 

など 
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【修繕】 

 

 

 

 

 

 

児童クラブ室 

 

事務室 

○空調機修繕 

○鍵修繕 

ポーチ及び室外 

○ウォールライト修繕 



（２）令和6年度実績について
　○東与賀児童館の来館者数（昨年度との比較推移）

0人

50人

100人

150人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ｒ５ 107人 88人 113人 76人 85人 68人 76人 55人 114人 77人 67人 99人

Ｒ６ 86人 62人 88人 107人 119人 81人 117人 94人 129人 72人 68人 91人

Ｒ５

Ｒ６
乳幼児

0人
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ｒ５ 55人 68人 77人 54人 65人 127人 113人 87人 167人 95人 92人 202人

Ｒ６ 246人 277人 361人 247人 158人 183人 228人 180人 262人 229人 231人 382人

Ｒ５
Ｒ６

小学生

0人

5人

10人

15人

20人

25人

30人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ｒ５ 0人 0人 4人 1人 3人 13人 3人 3人 11人 3人 0人 2人

Ｒ６ 12人 8人 29人 0人 1人 0人 3人 12人 13人 1人 11人 1人

Ｒ５
Ｒ６中高生
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Ｒ５ 113人 86人 127人 101人 73人 75人 79人 68人 107人 78人 98人 105人

Ｒ６ 81人 67人 135人 91人 99人 75人 122人 111人 131人 66人 83人 86人

Ｒ５
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保護者・引率者
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ｒ５ 275人 242人 321人 232人 226人 283人 271人 213人 399人 253人 257人 408人

Ｒ６ 425人 414人 613人 445人 377人 339人 470人 397人 535人 368人 393人 560人

Ｒ５
Ｒ６

来館者総合計
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乳幼児

小学生

中・高生

保護者引率者

合計

乳 幼 児
小 学 生
中 ・ 高 生

合計
１日平均利用者

0人
500人

1,000人
1,500人
2,000人
2,500人
3,000人
3,500人
4,000人
4,500人
5,000人

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

合計 3,078人 3,970人 3,380人 5,336人

保護者・引率者 1,087人 1,367人 1,110人 1,147人

中・高生 51人 6人 43人 91人

小学生 1,066人 1,339人 1,202人 2,984人

乳幼児 874人 1,258人 1,025人 1,114人

令和３年度～令和６年度利用者数推移

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

乳幼児 874人 1,258人 1,025人 1,114人

小学生 1,066人 1,339人 1,202人 2,984人

中・高生 51人 6人 43人 91人

保護者引率者 1,087人 1,367人 1,110人 1,147人

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

令和３年度～令和６年度利用者数推移
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○令和６年度 　東与賀児童館の行事に関する実績報告

こども 大人 計

2日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「グーチョキパー」紙芝居「ぽんぽこぽん」 2人 2人 4人

4日（木） とっとこランド小麦粉粘土遊び「トンネルくぐり」手遊び「キャベツの中から」 8人 5人 13人

9日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「一本ばし」紙芝居「たんぽぽぐみのおへやです」 5人 5人 10人

11日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ペープサート遊び「はたらく車」絵本「だるまさんと」 8人 7人 15人

13日（土） ◆土曜チャレンジ　「手作り鉄砲で遊ぼうⅠ」 10人 5人 15人

16日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「キャベツ」　絵本「あしあしぱぁっ」 9人 7人 16人

18日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ペープサート「ぞうさんの帽子」絵本「ぽんちんぱん」 9人 8人 17人

23日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　お誕生会　絵本「おたんじょうびのひに」 7人 5人 12人

25日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」 ペープサート「ぞうさんの帽子」絵本「きゅっきゅっきゅっ」 5人 4人 9人

30日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ぐーきょきぱー」絵本「あけてあけて」 5人 4人 9人

２日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「グーチョキパー」絵本「いないいないばあっ！」 6人 4人 10人

7日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「りんごがころころ」絵本「なんのたまごかな」 3人 3人 6人

9日（木 ） とっとこランド「トンネルくぐり」ペープサート「まんまるちゃん」絵本「おしっこしーしーできちゃった」 4人 4人 8人

1４日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「一本ばし」絵本「コロちゃんはどこ？」 5人 5人 10人

１６日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「パンダウサギコアラ」絵本「ありがとう」 6人 4人 10人

２１日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「おべんとう」絵本「カシャッ！」 6人 5人 11人

２３日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ペープサート「ぞうさんの帽子」絵本「おさかないっぱい」 6人 3人 9人

２５日（土） ◆土曜チャレンジ「ひげじいと遊ぼう」 15人 2人 17人

２８日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」お誕生会　紙芝居「おむすびくん」 7人 6人 13人

３０日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「パンダウサギコアラ」絵本「ぽんちんぱん」 5人 4人 9人

１日（土） ◆土曜チャレンジ「体を動かそう」 9人 2人 11人

４日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ぞうきん」絵本「りすのおふろやさん」 3人 3人 6人

６日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」リズム遊び　絵本「ぽんちんぱん」　さつまいも苗植え 3人 3人 6人

８日（土） ◆じどうかんまつり 173人 80人 253人

1１日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ひげじいさん」絵本「どっちがおもい？」 3人 3人 6人

1３日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ペープサート「まんまるちゃん」絵本「ぼうしぴよこ」 7人 7人 14人

１８日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「一本ばし」絵本「だれかな？だれかな？」 6人 6人 12人

20日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「一本ばし」絵本くだもの」乳幼児の熱中症予防 3人 3人 6人

２５日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　お誕生会　絵本「なにができる？」 8人 8人 16人

2７日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ペープサート「あめふりくまのこ」絵本「はい　どうぞ」 5人 4人 9人

２日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」七夕会　ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ・絵本「はじめまして」 10人 8人 18人

４日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸｼｱﾀｰ「あめふりくまのこ」・絵本「おしっこ」 2人 2人 4人

６日（土） ◆土曜チャレンジ 「七夕会」 11人 2人 13人

９日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ひげじいさん」　絵本「な～んだ」 3人 3人 6人

１１日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸｼｱﾀｰ「あめふりくまのこ」・絵本「ぎゅっ」 6人 5人 11人

１６日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　　　　・絵本「あかちゃんたいそう」 6人 5人 11人

１８日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び・ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸｼｱﾀｰ「山の音楽家」絵本「」おにぎりくん 7人 5人 12人

２０日（土） ◆土曜チャレンジ　「英語で遊ぼうⅠ」（講師　フェルナー美喜先生） 6人 2人 8人

２３日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」　 水遊び・ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ「はたらく車」　絵本「おひるね」 10人 8人 18人

２５日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」　水遊び「三ツ矢サイダー」絵本「おやまごはん」 11人 7人 18人

３０日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」  水遊び 19人 14人 33人

1日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」・水遊び・ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ「はたらく車」絵本「どうすればいいのかな」

３日（土） ◆土曜チャレンジ　マンカラ大会 13人 3人 16人

６日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」水遊び・手遊び「三ツ矢サイダー」絵本「なにがとおる？」 13人 9人 22人

8日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」水遊び・手遊び「三ツ矢サイダー」絵本「ふわりくも」 9人 6人 15人

２０日（火） とっとこランド「トンネルくぐり]水遊び・手遊び「三ツ矢サイダー」絵本「とうもろこしくんがね」 11人 8人 19人

２２日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ひげ爺さん」　絵本「パンダぱん」 10人 6人 16人

２７日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「三ツ矢サイダー」絵本「みてみてパンツ」 14人 9人 23人

２９日（木） とっとこランド台風のため休館

月

4月

5月

6月

7月

8月

日 活　　　動　　　内　　　容
参加人数
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○令和６年度 　東与賀児童館の行事に関する実績報告

こども 大人 計
月 日 活　　　動　　　内　　　容

参加人数

３日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「どんぐりころころ」絵本おにぎりころころ「」 7人 6人 13人

５日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「パン屋さんにお買い物」絵本「はいどうぞ」 7人 6人 13人

７日（土） ◆土曜チャレンジ　トールペイントをしよう 5人 5人

１０日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「どんぐりころころ」絵本「タオルちゃん」 3人 3人 6人

１２日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「パン屋さんにお買い物」くだもの列車 7人 6人 13人

１７日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ「お団子を食べたお月さま」 8人 7人 15人

１９日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」歌遊び「くだもの列車」絵本「ばいばい」 5人 6人 11人

２１日（土） ◆土曜チャレンジ　アロマ工作 10人 1人 11人

24日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「どんぐりころころ」絵本「ぼくのバス」 6人 6人 12人

26日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」歌遊び「まあるいたまご」絵本「ぽんちんぱん」 7人 6人 13人

１日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「大きな栗の木の下で」絵本「とんぱんきゅ」 6人 7人 13人

３日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ドラえもんダンス　まんまるちゃんかけっこ練習 5人 4人 9人

５日（土） ◆土曜チャレンジ　「バルーンアートをしよう」 7人 1人 8人

８日（火） とっとこランド　　　ミニ運動会 16人 16人 32人

１０日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「まんまるちゃん」絵本「くだものころん」 2人 2人 4人

１５日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「どんぐりころころ」絵本「ありがとう」 2人 2人 4人

１７日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」歌遊び「くだもの列車」 4人 4人 8人

２２日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「一本橋」絵本「とんぱんぎゅ」 6人 7人 13人

２４日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「まあるいたまご」絵本「はいどうぞ」 3人 3人 6人

２６日（土） ◆土曜チャレンジ　「空手を楽しもう」（講師　森田麻衣子先生） 16人 6人 22人

２９日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「一本橋」絵本「SpookyBoo」 17人 15人 32人

31日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」ペープサート「くだもの列車」絵本「子猫がニャー」 10人 9人 19人

５日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「大きな栗の木の下で」絵本「りすのおふろやさん」7人 6人 13人

７日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」　　　　　さつまいもほり 19人 19人 38人

１２日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」　　避難訓練 14人 13人 27人

１４日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ペープサート「まんまるちゃん」絵本「おしっこしーしーできちゃった」3人 3人 6人

１６日（土） ◆土曜チャレンジ　｢キッズダンスをしよう」 32人 14人 46人

１９日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「どんぐりころころ」絵本「りすのおふろやさん」 2人 2人 4人

２１日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び  　　　　　　　　　参加者なし

２６日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「コンコンクシャン」絵本「なあになあに」 2人 2人 4人

２８日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」パネルシアター「あわてんぼうのサンタクロース」 5人 4人 9人

３日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「グーチョキパー」絵本「じゅうじゅうじゅう」 4人 4人 8人

５日（木） とっとこランド　おはなし会がらがらどんさん　パネルシアター・人形劇、他 12人 11人 23人

７日（土） ◆土曜チャレンジ　｢絵手紙」 9人 1人 10人

１０日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「グーチョキパー」絵本「ぺったんこぷっくらこ」 1人 1人 2人

１２日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」ラミネートシアター「あわてんぼうのサンタクロース」 5人 4人 9人

１７日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」　　　　　　　１２月生まれ誕生会 9人 8人 17人

１９日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　　　「まんまるちゃん」 1人 1人 2人

21日（土） 2024おたのしみ会 104人 38人 142人

２４日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び 　　クリスマス会 20人 13人 33人

26日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ひげ爺さん」　　絵本「みてみてパンツ」 7人 6人 13人

７日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ひげ爺さん」絵本「ぎゅっどうなるどうなる」 6人 5人 11人

９日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「まあるいたまご」絵本「いないいないばあ」 4人 4人 8人

１１日（土） ◆土曜チャレンジ「書初めをしよう」（講師　古川萬鶴代先生） 6人 1人 7人

１４日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ひげ爺さん」絵本「なでなでにっこり」 3人 3人 6人

1６日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」歌遊び「パン屋さんにお買い物」　他 1人 1人 2人

１８日（土） ◆土曜チャレンジ「御点前を習おう」（講師　青木宗昭先生） 8人 2人 10人

２１日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「ぞうきん」絵本「ぎゅっどうなるどうなる」 3人 3人 6人

２３日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　お抹茶に親しもう 12人 8人 20人

２８日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　　豆まき 14人 11人 25人

３０日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」　　紙飛行機遊び 1人 1人 2人

12月

９月

10月

11月

1月
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○令和６年度 　東与賀児童館の行事に関する実績報告

こども 大人 計
月 日 活　　　動　　　内　　　容

参加人数

１日（土） ◆土曜チャレンジ　「キッズダンスをしよう」　 31人 16人 47人

４日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」　水遊び「三ツ矢サイダー」絵本「おやまごはん」 1人 1人 2人

６日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」　　　　お抹茶体験 3人 3人 6人

13日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「パンダうさぎコアラ」　　まんまるちゃん 2人 2人 4人

1５日（土） ◆土曜チャレンジ　「英語で遊ぼうⅡ（講師　フェルナー美喜先生） 13人 13人

18日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「グーチョキパー」絵本「たべるのだあれ」 3人 3人 6人

20日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　ペープサート「ぞうさんのぼうし」 5人 5人 10人

25日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　ひな祭り　ブラックパネルシアター 8人 7人 15人

27日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　お抹茶をいただこう 3人 3人 6人

１日（土） ◆土曜チャレンジ「ビー玉ソリティアで遊ぼう　　　 8人 1人 9人

４日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「グーチョキパー」絵本「どんどんぱっ」 5人 9人 14人

６日（木） とっとこランド　　　　　　　　　サクソフォンコンサート 20人 21人 41人

1１日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「グーチョキパー」絵本「ありがとう」 5人 4人 9人

13日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　　　参加者なし

15日（土） ◆土曜チャレンジ「こままわし大会　　　 11人 2人 13人

18日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び　　　成長を祝う会 8人 8人 16人

25日（火） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「おべんとうばこ」絵本「後ろにいるのだあれ」 8人 6人 14人

27日（木） とっとこランド「トンネルくぐり」手遊び「あたまかたひざぽん」絵本「卵の赤ちゃん」 9人 8人 17人

参加者数合計 1,128人 724人 1,852人

開催回数 120回

1回あたりの参加人数 9人 6人 15人

参加者数合計 631人 545人 1,176人

開催回数

1回あたりの参加人数 6人 6人 12人

参加者数合計 497人 179人 676人

開催回数（避難訓練、児童館まつり、2024お楽しみ会含む）

1回あたりの参加人数 25人 9人 34人

2月

3月

とっとこランド参加者 98回

土曜チャレンジ等参加者 20回

児童館開催行事全体
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５月 花苗植え                   ５月 ひげじいと遊ぼう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 英語で遊ぼう PartⅠ              ９月 トールペイントをしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 アロマ工作                 １０月 とっとこランド「ミニ運動会」 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

６月 じどうかんまつり ６月 さつまいも苗植え 
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１１月 さつまいも掘り               １１月 消防車がやってきた「避難訓練」 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

１２月 絵手紙にふれよう             １２月 2024 お楽しみ会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

１月 書初めをしよう               １月 お点前を習おう 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                    

２月 町民文化祭作品展示（ふれあい館）      ３月 とっとこランド「サクソフォンコンサート」 

 

 

 

 

９月 お月見会                   １１月 編み物を９月 

 

  

 



月 日 活 動 内 容

４月 １9日（土） 土曜チャレンジ「空気砲で遊ぼうⅠ」

５月 ２４日（土） じどうかんまつり

７日（土） 土曜チャレンジ「体を動かそう！」　講師　冨吉恵美先生 

１９日（木） さつまいもの苗植え

２１日（土） 土曜チャレンジ「おもちゃを作ろう」

１日（火） とっとこランド「七夕会」

５日（土） 土曜チャレンジ「キーボードで楽しもう」

１９日（土） 土曜チャレンジ「ひげじいと遊ぼう」　講師　北村豊先生

２日（土） 土曜チャレンジ「しゃぼん玉で遊ぼう」

２１日（日） 土曜チャレンジ「ぶんぶんゴマを作ろう」

６日（土） 土曜チャレンジ「英語で遊ぼう！」

２０日（土） 土曜チャレンジ「アロマ工作」　

３０日（火） とっとこランド「お月見会」

４日（土） 土曜チャレンジ「バルーンアートを楽しもう」

１４日（火） とっとこランド「ミニ運動会」

１８日（土） 土曜チャレンジ「空手を楽しもう!」　講師　森田麻衣子先生

２８日（火） とっとこランド「ハロウィン」

１日（土） 土曜チャレンジ「絵手紙にふれよう」

１３日（木） とっとこランド「避難訓練」（南部消防署を招いて）

１５日（土） 土曜チャレンジ「キッズダンスをしよう」　講師　土井久子先生

４日（木） とっとこランド「人形劇　がらがらどん」

６日（土） 土曜チャレンジ「木工教室」　

１３日（土） ２０２５おたのしみ会

２３日（火） とっとこランド「クリスマス会」

１０日（土） 土曜チャレンジ「書初めをしよう」　講師　古川萬鶴代先生

１７日（土） 土曜チャレンジ「御点前を習おう！」　講師　青木宗昭先生

３日（火） とっとこランド「豆まき」

７日（土） 土曜チャレンジ「マンカラ大会」

２１日（土） 土曜チャレンジ「英語で遊ぼう！」　

３日（火） とっとこランド「ひなまつり」

４日（土） 土曜チャレンジ「ビー玉ソリティアで遊ぼう」

２１日（土） 土曜チャレンジ「こままわし大会」

２４日（火） とっとこランド「成長を祝う会」

※　毎週火・木曜日…子育て交流広場（とっとこランド）

※　児童館・放課後児童クラブ専任とのミーティング　月１回

◎　よいしょクラブ役員会（年３回程度実施）・総会・研修会

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

８月

（３）令和７年度計画について

６月

７月

３月
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回答児童の学年 （人）

学年 小学1年小学2年小学3年小学4年小学5年小学6年 合計

計 4 4 5 5 10 6 34

利用者アンケート結果について
【回収期間】期間：令和7年6～7月

東与賀児童館に遊びにきた児童を対象に、アンケート用紙を配布し調査をした。
回答者：３４人（小学1年生～小学６年生）

74%

26%

問１ 利用した感想

①大変楽しかった

②楽しかった

③あまり楽しくなかった

④楽しくなかった

⑤無回答

53%

25%

13%

9%

問２ よかった点（複数回答可）

①家でできない遊びができる

②楽しい行事がたくさんある

③ちがう学年や学校の子どもと

交流できる

④先生たちと遊ぶのが楽しい

⑤その他

⑥無回答

【結果】
全員が「大変楽しかった」「楽し
かった」と回答しており、児童館に
対して高い評価をいただいてること
が分かった。

【結果】
児童館のよかった点では、
「家でできない遊びができる」が
半数近い回答を得た。
「楽しい行事がたくさんある」
「ちがう学年や学校の子どもと交流
できる」
についても一定の回答があった。

家でできない体を動かす遊びのほか、
多くの児童らと交流できる環境につ
いても高く評価されている。
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  問４　どうすればもっと児童センターを利用したいと思う？

おもちゃ 行事など その他

・レゴ（２票）
・チェス
・野球ボードゲーム
・人気のあるおもちゃを増やす
・カプラとラキュー
・ルービックキューブ
・多人数でできるおもちゃ（最大4人）
・つみき
・お絵かき
・鬼滅の刃のフィギュア

【参考｜昨年度意見】
・パズル
・ゾインゴボインゴひもなし*
・シルバニアの家
・ままごとセット
・ボール遊び
・ピアノ
・エコボーリング
・ピタゴラスイッチ
・ビーチボール
・クレーンゲーム
・卓球
・バドミントンのしっかりしたラケッ
　ト

・昆虫になってみよう（企画）
・児童館まつりが年3回あるといい
・児童館まつりをふやしてほしい
・おばけやしき
・たからさがし
・お菓子まつり
・クイズ大会
・オセロ大会
・けん玉教室
・トランプ教室
・マンカラ教室
・ビー玉ソリティア大会
・フラフープ教室
・音楽会
・スポーツ教室

【参考｜昨年度意見】
・おばけやしき
・児童館まつりをたくさんする
・行事をもっとふやす
・もうちょっと体を使った行事もあ
　ればうれしい

・外で遊べるものを増やしてほしい
・遊び道具を増やす
・外でサッカーかドッチボールをし
　たい（２票）
・もっと遊べるものを増やしてほし
　い

【参考｜昨年度意見】
・子ども食堂
・本を増やす
・みんなで楽しく遊びたい
・治安が悪い（公園）
・先生と遊びたい

3% 3%
6%

88%

問３ 楽しくなかったときはどんなとき？

①行事で楽しめなかった

②おもちゃが少なかった

③その他

④無回答

【結果】
「無回答」が８割以上を占めており、
概ね児童センターに対して楽しんで
もらえていると考えられる。

一方で、「行事で楽しめなかった」
「おもちゃが少ない」という意見が
あり。
その他では「ダンスや言葉を間違え
たときわらわれる」「もっとカード
ゲームをふやしてほしいがない
ワードウルフとか」など行事の対応
やおもちゃのニーズについては具体
的な分析が必要となる。
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利用者アンケート結果について（対象：保護者）
【回収期間】期間：令和7年6～7月

東与賀児童館に遊びにきた乳幼児、児童の保護者を対象に、アンケート用紙を配布し調査をした。
回答者：１０人（保護者）

30%

70%

問１ どんな時に利用するか？

①行事があっているとき

②どちらかといえば行事関係な

くこどもに合わせて

③保護者同士での交流のため

④その他

10%

20%

10%

10%

50%

問２ 利用のきっかけ

①市報

②児童館・児童センターだ

より・行事予定

③佐賀市公式ホームページ

④佐賀市公式LINEでの配信

⑤お子さんの紹介

⑥知り合いの紹介

70%

30%

問３ 利用した感想

①大変良かった

②良かった

③あまり良くなかった

④良くなかった

⑤未回答

【結果】
「どちらかといえば行事関係なくこども
に合わせて」が７割以上で最も多い。
次いで「行事があっているとき」となっ
ている。

【結果】
「知り合いの紹介」といった"人づて"に
よるものが５割を占めており、子育て
世代の情報交換が大きな要素となって
いる。
また、市報・センターだより・ホーム
ページ・LINEも同じ割合で利用のきっ
かけとなっていることから、多くの媒
体も同時に活用されていることが分
かった。

【結果】
全員が「大変良かった」「良かった」
と回答していることから、利用者から
の評価は高い。
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  問５　利用して気づいた点等

・ 就園児でも利用できるのがありがたいです。

・ 子どもの遊びを色々増やしてほしいです。

・ 入園後も曜日や時間関係なく利用できてありがたいです。

・ 長期休みや夏の暑い時期など本当に助かっています。

・ 児童館の先生方も親切で優しくて利用したいと思って利用しています。

・ お昼ご飯も食べれるようにしてほしいです。（とっとこランド以外で）

・ リトミックやスライムなど感触あそびとかもしてほしいです。

　【参考｜昨年度の意見】

・ 子ども同士のふれあいができる

・ 親もリフレッシュできる

・ 子どもは「とっとこランド」の最後の手遊びや「お返事はーい」が好きです。

・ よく利用している。子どもたちもとても喜んでとても助かっています。

・ 利用できて助かっています。ありがとうございます。

・ いつも声をかけていただきありがとうございます。親子共々楽しんで利用させていただいております。

・ 7,8月は乳幼児が遊べる場所が少なかったので助かりました。遊び場が複数あって色々遊べるので良かったです。

・ 2回利用しました。昼ご飯後遊びに来て、人が少ない日が多く穴場です！

・ 先生方や他の保護者さんとお話をしたり相談出来たり、親としてもとても有難い場所です。

・ 小学生と別の部屋なのが良いです。

28%

24%16%

24%

8%

問４ よかった点（複数回答可）

①家でできない遊びがで

きる

②楽しい行事が開催され

ている

③他の保護者と交流でき

る

④職員の対応が良い

⑤その他

【結果】
児童を対象にした結果と同じく、「家で
できない遊びができる」ことが最も評価
されている。
「職員の対応がよい」ことも評価されて
おり、"居心地の良さ"も好印象の要因と
なっている。
また、子ども、保護者同士の交流の場と
しての役割も果たしている様子がみられ
る。

◎その他について
「水遊び」
「小学生と幼児が一緒にそれぞれたのし
める」など
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佐賀市児童館運営協議会運営要綱 

 

（運営協議会の設置） 

第１条 佐賀市内の児童館の適正な管理運営を図るため、佐賀市内の児童館に児童館運営協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 協議会は、「別表 1」に掲げる委員８人以内で各児童館に組織する。 

２  協議会に会長及び副会長を各１名置く。 

３  会長は委員の互選とし、副会長は会長が指名する。  

 

（職務） 

第３条  会長は、会務を総理する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。 

 

（委員の任期） 

第４条  委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌々年度末までとする。ただし、    

再任することを妨げない。 

２  補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（協議会） 

第５条  協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２  協議会は、次の各号に掲げる事項について意見交換及び情報共有等を行う。 

（１） 児童館の管理に関すること。 

（２） 児童館の運営方針に関すること。 

 

（開催回数） 

第６条  協議会は、毎年１回以上開催するものとする。 

 

（庶務） 

第７条  協議会の庶務は、児童館を所管する部署において行う。 

 

附  則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 附  則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 附  則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 



 附  則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附  則 

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

 

別表１（第２条関係） 

 

佐賀市児童館運営協議会委員 

 

 

部  門 人数 委   員 

地域組織の代表者 

８人以内 

 

各部門から 

１人以上 

自治会や子ども会など地域で活動

する団体の代表者 

学識経験者 

幼稚園や保育園及び小学校の教諭

など子どもの生活や行動に関する

見識を持つ経験者 

利用者代表 利用児童の保護者代表等 
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○佐賀市審議会等の会議の公開に関する規程 

平成１７年１０月１日 

訓令第１８号 

（目的） 

第１条 この訓令は、審議会等の会議を公開することにより、市政への市民参加を推

進し、信頼を確保し、公正で開かれた市政を実現することを目的とする。 

（対象とする会議） 

第２条 この訓令における審議会等の会議とは、市民、学識経験者等を構成員として、

市の事務について審議、審査、諮問、調査等（以下「審議等」という。）を行うため

に設置された審議会、審査会、協議会等（以下「審議会等」という。）の会議をいう

ものとする。 

（会議の公開基準） 

第３条 審議会等の会議は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公開するも

のとする。 

（１） 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により会議が非公開とされ

ている場合 

（２） 佐賀市情報公開条例（平成１７年佐賀市条例第１９号。以下「条例」とい

う。）に規定する非公開情報に関し、審議等をする場合 

（３） 公開することにより、会議の公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ず

ると認められる場合 

（公開又は非公開の決定） 

第４条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、前条の規定に基づき審議会等の

長が当該審議会等に諮って行うものとする。 

２ 審議会等は、会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにする

ものとする。 

（会議開催の事前公表） 

第５条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催をあらかじめ公

表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限り

でない。 

２ 前項に規定する公表は、当該会議を開催する日の１週間前までに審議会等の会議

の開催のお知らせ（別記様式）を総務法制課に備え置くとともに、当該お知らせに
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掲げる事項をインターネットの佐賀市のホームページ（以下「佐賀市ホームページ」

という。）への登載、市報への掲載、報道機関への情報提供その他の広報手段によ

り行うものとする。 

（平２０訓令３・平２８訓令１・令５訓令５・一部改正） 

（公開の方法等） 

第６条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認め

ることにより行う。 

２ 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める者（以下「傍聴者」という。）

の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席及び記者席を設けるよう

努めるものとする。 

３ 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議が公正かつ円滑に行われる

よう傍聴に係る手続事項を定め、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努

めるものとする。 

４ 審議会等は、会議に関する報道機関の取材について十分配慮するものとする。 

（傍聴することができない者） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

（１） 酒気を帯びていると認められる者 

（２） はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者 

（３） 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者 

（４） 前３号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認め

られる者 

（傍聴者の守るべき事項） 

第８条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなけ

ればならない。 

（１） 会議の会場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明し

ないこと。 

（２） 会議の会場において発言しないこと。 

（３） みだりに傍聴席を離れないこと。 

（４） 飲食又は喫煙をしないこと。 

（５） 会議の会場において撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。

ただし、審議会等が特別の理由により承認した行為については、この限りでない。 
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（６） 前各号に定めるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議の妨害と

なるような行為をしないこと。 

（会議資料の提供） 

第９条 審議会等は、公開する会議において、傍聴者に会議資料（条例に規定する非

公開情報が記録されているものを除く。）を提供するよう努めるものとする。 

２ 審議会等は、前項の規定による傍聴者に提供する会議資料を、あらかじめ総務部

総務法制課に提出するものとする。 

（平２０訓令３・一部改正） 

（議事録等の作成） 

第１０条 審議会等は、会議終了後、速やかに当該会議の議事録又は議事概要（以下

「議事録等」という。）を作成するものとする。 

（会議資料及び議事録等の公表） 

第１１条 審議会等は、第９条第１項に規定する会議資料及び公開された審議会等の

会議に係る議事録等の写しを総務法制課内の行政資料コーナーにおいて一般の利用

に供するとともに、当該議事録等の内容を佐賀市ホームページ等により公表するも

のとする。 

（平２０訓令３・平２８訓令１・令５訓令５・一部改正） 

（審議会等の一覧及び運用状況の公開） 

第１２条 市長は、審議会等の名称、目的等に関する資料を作成し、一般の利用に供

するものとする。 

２ 市長は、毎年１回、各審議会等の公開状況を取りまとめ、公表するものとする。 

（特別の定めがある場合の取扱い） 

第１３条 審議会等の会議の公開等について、法令等に特別の定めがあるときは、そ

の定めるところによるものとする。 

（補則） 

第１４条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市審議会等の会議の公開に関す
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る規程（平成１２年佐賀市訓令甲第７号）の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２０年３月３１日訓令第３号） 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２３日訓令第１号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２３日訓令第５号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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